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野
焼
き
は
や
め
ま
し
ょ
う
！

　

家
庭
な
ど
か
ら
出
た
ご
み
を
野
外
で
焼
却
処
分

す
る「
野
焼
き
」は
、
一
部
の
例
外
を
除
い
て「
廃

棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」に
よ
り

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

み
ん
な
で
快
適
な
生
活
環
境
を
保
つ
た
め
、
野

焼
き
は
や
め
ま
し
ょ
う
。
家
庭
ご
み
の
処
理
は
、

市
の
行
う
ご
み
の
定
期
収
集
を
利
用
す
る
な
ど
、

適
切
な
方
法
で
行
い
ま
し
ょ
う
。

◉
ど
う
し
て
野
焼
き
し
て
は
い
け
な
い
の
？

　

野
焼
き
は
、
煙
や
臭
い
で
気
分
が
悪
く
な
っ
た

り
、
す●

●す
で
洗
濯
物
が
汚
れ
た
り
す
る
な
ど
近
所

迷
惑
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
低
温
焼
却
に
よ
り
発

生
す
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
な
ど
の
有
害
物
質
が
人
体

に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
法
律
で

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
法
律
に
違
反
す
る
と
、
５
年
以
下
の
懲
役

や
１
，０
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
ま
た
は
、
そ
の

両
方
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

◉
野
焼
き
が
例
外
的
に
認
め
ら
れ
る
場
合

①
国
や
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
施
設
の
管
理
な
ど

を
行
う
た
め
に
必
要
な
廃
棄
物
の
焼
却（
河
川

管
理
の
た
め
伐
採
し
た
草
木
の
焼
却
な
ど
）

②
震
災
、
風
水
害
、
火
災
、
凍
霜
害
そ
の
ほ
か
の

災
害
の
予
防
や
応
急
対
策
、
復
旧
の
た
め
に
必

要
な
廃
棄
物
の
焼
却

③
風
俗
慣
習
上
・
宗
教
上
の
行
事
を
行
う
た
め
に

必
要
な
廃
棄
物
の
焼
却（
ど
ん
ど
焼
き
な
ど
）

④
農
業
や
林
業
、
漁
業
を
営
む
た
め
に
や
む
を

得
な
い
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
焼
却

（
稲
わ
ら
の
焼
却
な
ど
）

⑤
日
常
生
活
を
営
む
上
で
通
常
行
わ
れ
る
廃
棄

物
の
焼
却
で
あ
っ
て
軽
微
な
も
の（
た
き
火
や

キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
な
ど
）

※
例
外
の
場
合
で
も
、
生
活
環
境
へ
の
配
慮
が
必

要
で
す
。
周
辺
住
民
か
ら
苦
情
が
発
生
し
た
場

合
は
、
軽
微
な
焼
却
と
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

不
法
投
棄
は「
犯
罪
」で
す
！

　
「
不
法
投
棄
」は
、
決
め
ら
れ
た
処
理
方
法
に
よ

ら
ず
廃
棄
物（
ご
み
）を
み
だ
り
に
捨
て
る
こ
と
を

い
い
ま
す
。
道
路
や
山
林
、
河
川
敷
、
空
き
地

な
ど
に
、
家
庭
ご
み
や
電
化
製
品
な
ど
の
粗
大
ご

み
を
捨
て
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
自
分
の
土
地
で

あ
っ
て
も
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
廃
棄
物
を
埋

め
る
こ
と
も
不
法
投
棄
に
あ
た
り
ま
す
。

　

市
内
で
も
、
山
林
や
海
岸
な
ど
の
人
目
に
付
き

に
く
い
所
に
捨
て
ら
れ
た
電
化
製
品
な
ど
、
粗
大

ご
み
の
不
法
投
棄
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

　

不
法
投
棄
は
重
大
な
犯
罪
で
、
法
律
に
よ
り
５

年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
、
１
，０
０
０
万
円
以
下

の
罰
金
ま
た
は
、
そ
の
両
方
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

◉
地
域
環
境
を
汚
染
す
る
危
険
性
も
…

　

不
法
投
棄
は
景
観
を
損
な
う
だ
け
で
な
く
、
ご

み
の
種
類
に
よ
っ
て
は
土
壌
や
地
下
水
を
汚
染
す

る
可
能
性
も
あ
り
、
撤
去
や
回
収
に
は
莫
大
な

労
力
と
費
用
が
掛
か
り
ま
す
。（
平
成
24
年
度
に

市
が
回
収
し
た
不
法
投
棄
の
う
ち
、
家
電
リ
サ
イ

ク
ル
料
な
ど
処
分
費
用
が
必
要
と
な
る
も
の
は

２
８
４
件
、
処
分
に
要
し
た
費
用
は
約
64
万
円
）

　

何
よ
り
、
汚
さ
れ
た
自
然
環
境
が
も
と
の
美
し

い
姿
を
取
り
戻
す
た
め
に
は
、
長
い
年
月
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

◉
見
か
け
た
ら
通
報
を
！

　

市
で
は
、
職
員
や
不
法
投
棄
監
視
パ
ト
ロ
ー
ル

隊
な
ど
に
よ
る
見
回
り
を
定
期
的
に
実
施
し
た

り
、
自
治
会
や
近
隣
市
・
県
・
警
察
な
ど
の
関
係

機
関
と
の
連
携
を
強
化
し
た
り
し
て
防
止
対
策
を

行
っ
て
い
ま
す
が
、
地
域
の
皆
さ
ん
の
監
視
の
目

が
不
法
投
棄
を
防
ぐ
一
番
の
力
と
な
り
ま
す
。

　

不
法
投
棄
の
現
場
を
見
掛
け
た
ら
、
捨
て
て
い

る
人
物
の
特
徴
や
車
の
色
・
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー

ト
、
投
棄
場
所
、
捨
て
た
も
の
な
ど
を
市
環
境
政

策
課
環
境
衛
生
係（
☎
４
４
ー
３
１
１
５
）や
袋
井

警
察
署（
☎
４
１
ー
０
１
１
０
）へ
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。
連
絡
は
、
不
法
投
棄
さ
れ
た
後
で
も
構
い

ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
不
法
投
棄
を
行
っ
て
い
る
人
に
注
意

を
し
た
り
、
不
審
車
両
を
追
跡
し
た
り
す
る
こ
と

は
、
危
険
を
伴
う
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
お
や
め

く
だ
さ
い
。

見かけたら、ご連絡ください！

野焼き・不法投棄は
法律で禁止されています！



3 広報ふくろい 2013　平成25年10月1日

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
っ
て

ど
ん
な
も
の
な
の
？

　
「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
」と
は
、
商
品

を
入
れ
て
い
る
も
の（
容
器
）や
包
ん
で
い
る
も
の

（
包
装
）の
こ
と
で
、
中
身
を
取
り
出
し
た
り
、

使
い
切
っ
た
り
し
た
後
に
不
要
と
な
る
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
製
品
の
こ
と
で
す
。

　
「
プ
ラ
マ
ー
ク
」の
表
示
が
目
印
で
す
が
、
表
示

が
な
く
て
も
対
象
に
な
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
の
分
別
区
分
は
、「
容

器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
」に
よ
り
決
め
ら
れ
、
全

国
統
一
の
基
準
に
な
っ
て

い
ま
す
。

◉
対
象
と
な
る
も
の

▽
生
鮮
食
品
な
ど
の
ト
レ

イ
、
シ
ャ
ン
プ
ー
や

歯
磨
き
粉
な
ど
の
容
器
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
ふ

た
や
ラ
ベ
ル
、
菓
子
類
な
ど
の
袋
、
商
品
を
包

ん
で
い
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
シ
ー
ト
や
フ
ィ

ル
ム
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
食
品
な
ど
の
容
器
、
家

電
製
品
の
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
製
緩
衝
材　

な
ど

◉
分
別
を
間
違
え
や
す
い
も
の

　

次
に
挙
げ
る
も
の
は
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容

器
包
装
で
は
な
く
、「
革
製
品
・
そ
の
他
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
・
ス
ポ
ン
ジ
等
」に
分
別
す
る
も
の
で

す
。
分
別
の
際
は
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▽
ポ
リ
バ
ケ
ツ
、
長
靴
、
靴
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

ハ
ン
ガ
ー
、
Ｃ
Ｄ
・
Ｄ
Ｖ
Ｄ
な
ど
、「
容
器
」や

「
包
装
」で
は
な
い
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品

分別ルール、守れていますか？

プラスチック製容器包装の
分別にご協力ください！

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
の出し

方

　

中
身
を
使
い
切
り
、
汚
れ
や
固
形
物
は
布
や
紙

で
ふ
き
取
る
か
水
で
軽
く
洗
っ
て
か
ら
、
資
源
ご

み
・
埋
立
ご
み
の
収
集
日
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
収
集
場
所
で
は
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容

器
包
装
を
持
ち
運
ぶ
た
め
に
詰
め
て
き
た
小
袋
な

ど
か
ら
出
し
て
、「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
」

回
収
用
の
か
ご
に
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

正
し
く
分
別
す
る
と
、

何
か
良
い
こ
と
が
あ
る
の
？

　

正
し
い
分
別
を
行
う
こ

と
で
、
効
率
的
な
リ
サ
イ

ク
ル
が
可
能
と
な
り
、
品

質
の
良
い
リ
サ
イ
ク
ル

製
品
が
で
き
る
だ
け
で
な

く
、
資
源
の
枯
渇
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
異
物
混
入
や
汚
れ
が
少
な
い
自
治
体
に

は
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
の
リ
サ
イ
ク
ル

を
推
進
し
て
い
る
（財）
日
本
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル

協
会
か
ら
、
拠
出
金（
再
商
品
化
合
理
化
拠
出
金
）

が
支
払
わ
れ
ま
す
。

　

袋
井
市
は
、
平
成
24
年
度
に
２
８
１
万
円
の
拠

出
金
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

何
に
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
る
の
？

　

リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包

装
は
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
の
原
料
と
な
っ
て
、

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
パ
レ
ッ
ト
や
園
芸
用
プ
ラ
ン

タ
ー
、
ポ
リ
袋
な
ど
の
日
用
品
や
土
木
建
築
用
資

材
に
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。

◇家庭から出るごみのうち、燃やせるごみは週2回、資源ご
み・埋立ごみは月2回、自治会ごとに設置された集積所で回
収しています。しかし、収集できないものが出されている、
分別されていないなど、自治会では対応に苦慮しています。

◇市では、ごみの出し方についてまとめた「袋井市ごみの出し
方ガイド」を各家庭に配布しています。1人ひとりがルールを
守り、気持ち良い生活が送れる環境を作っていきましょう。
（「袋井市ごみの出し方ガイド」は、市ホームページでもご覧
いただけます。）

◇分別や処理方法などが分からない場合は、環境政策課環境衛
生係（☎44-3115）までお問い合わせください。

みんなで守ろう！ごみ出しのルール


